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第２回投資主総会提出議案の一部変更に関するお知らせ 

 

 

 本投資法人は、平成18年４月25日に公表いたしました「規約変更及び役員選任に関するお知ら

せ」（以下「規約変更のお知らせ」といいます。）に記載されている、平成18年６月２日に開催

予定の第２回投資主総会提出議案の一部変更を、本日開催の役員会におきまして決議いたしまし

た。かかる決議に伴い規約変更のお知らせは下記の通り変更されることになりますので、この旨

お知らせいたします。 

 

記 

 

 
（1） 規約変更のお知らせ中「１．規約変更の主な内容と理由」中、「⑦第37条関係」の一部

変更 

「第37条第１号の修正は、第１期現在の本投資法人の運用資産総額が1,000億円に達し

たため、括弧書きを削除するものであります。」（規約変更のお知らせ２頁）とありま

すのを、「第37条第１号の修正は、第１期現在の本投資法人の運用資産総額が1,000億円

に達したため、括弧書きを削除するものであります。また、「当該各運用資産の資産額

に年率0.50％を乗じた額」を上限とする範囲内において、本投資法人が、運用資産の運

用を委託する投資信託委託業者との間で合意することにより、第37条第１号に定める運

用報酬１の額を定めることを可能とするために行うものであります。」に変更いたしま

す。 

 

（2） 規約変更のお知らせの添付資料である「第２回投資主総会招集ご通知」（以下「招集ご

通知」といいます。）に添付した「議決権の行使についての参考書類」中、「２．議案

及び参考事項」における「第１号議案：規約一部変更の件」の以下の部分の一部変更 

 ①「１ 議案の要領及び提案の理由」中、「⑦第37条関係」の一部変更 

「第37条第１号の修正は、第１期現在の本投資法人の運用資産総額が1,000億円に達した
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ため、括弧書きを削除するものであります。」（規約変更のお知らせ７頁）とありますの

を、「第37条第１号の修正は、第１期現在の本投資法人の運用資産総額が1,000億円に達し

たため、括弧書きを削除するものであります。また、「当該各運用資産の資産額に年率

0.50％を乗じた額」を上限とする範囲内において、本投資法人が、運用資産の運用を委託

する投資信託委託業者との間で合意することにより、第37条第１号に定める運用報酬１の

額を定めることを可能とするために行うものであります。」に変更いたします。 

 

②「２ 変更の内容」中、「第37条（投資信託委託業者に対する資産運用報酬の額又は資産運

用報酬の支払いに関する基準）」の変更案「(１)運用報酬１」の一部変更 

規約の変更案のうち、「各計算期間内において本投資法人が保有する各運用資産の保有

期間に応じて、当該各運用資産の資産額に年率0.50％を乗じた額（１年を365日とした実日

数による日割計算。１円未満切捨。）を運用報酬１とする。」（規約変更のお知らせ18頁）

とありますのを、「各計算期間内において本投資法人が保有する各運用資産の保有期間に応

じて、当該各運用資産の資産額に率0.50％を乗じた額（１年を365日とした実日数による日

割計算。１円未満切捨。）を上限とする金額を運用報酬１とする。」に変更いたします。 
 

（注）下線は変更部分を示します。 

 

以上 

 

 
＊ 本資料の配布先 ： 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 


